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平成29年度医療の質の評価・公表等推進事業公募要領（２次） 

（申請に関する諸条件等） 

 

１．申請資格 

臨床指標を選定し、本事業に協力する病院の臨床データを収集・分析し、臨床指標を用

いた医療の質の評価・公表を行い、評価や公表に当たっての問題点の分析等を行うための

体制を整備する団体であって、次の（１）～（５）の条件を全て満たすものとする。 

 

（１）概ね40施設以上の病院により構成される団体であること。 

 

（２）事業を円滑に実施するための事務局機能を有すること。なお、団体としての事務局を

設置せず、事業の全部を第三者機関等に外部委託する場合については、本要件を満たし

ていないものと見なす。 

 

（３）次に掲げる取組の実施が可能であること。 

ア．臨床指標に係る情報を収集・分析する人材の確保 

 

イ．臨床指標の選定 

 

ウ．本事業に協力する概ね40施設以上の団体所属病院（以下「協力病院」という。）の

選定 

 

エ．各協力病院の臨床データの収集・分析 

 

オ．収集・分析の結果得られた臨床指標の値による医療の質の評価 

 

カ．各協力病院の臨床指標の値及びその算出方法等の公表 

 

キ．臨床指標評価検討委員会の設置及び当該委員会における医療の質の評価・公表に係

る問題点の分析・改善策等の検討 

 

ク．国への実績・事業報告 

 

（４）本事業終了まで上記取組を継続できる体制を整備する具体策を有し、本事業終了後も

上記取組を継続すること。 

 

（５）医療の質の評価・公表の推進に係る国の施策、指導等に協力すること。 
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２．本事業で実施すべき事業内容 

臨床指標を選定し、協力病院の臨床データを収集・分析し、臨床指標を用いた医療の質

の評価・公表を行い、評価や公表に当たっての問題点の分析等を行うために必要な事項と

して、次の（１）～（６）に掲げる事項を行うこととする。 

 

（１）臨床指標に係る情報を収集・分析する人材の確保 

 

（２）臨床指標を用いた医療の質の評価を行うための次のア．～ウ．の実施 

ア．臨床指標の選定 

臨床指標の選定に当たり、次の（ア）～（イ）に留意すること。 

 

（ア）共通指標セット（参考資料１）に掲載した指標のうち、参加形式が「必須」と

されている全ての指標を選定すること。また、参加形式が「任意」とされている

指標のうち、５種類以上の指標を選定すること。各指標の定義・算出方法などに

ついては、共通定義（参考資料２）を用いること。 

 

（イ）その他、団体が独自に評価する指標を選定すること。（ア）で選定した指標と

同じ指標で、共通定義（参考資料２）に掲載した定義・算出方法が異なる指標に

ついて評価を行う場合には、その定義・算出方法や公表方法について、申請書に

記載すること。 

 

イ．各協力病院の臨床データの収集・分析 

上記ア．で選定した指標について、平成29年９月以降の各協力病院の臨床データを

収集し、臨床指標の値を算出するなどの分析を行うこと。なお、臨床データの収集期

間（例：１ヶ月ごと、３ヶ月ごと等）については、各指標の特性を考慮して設定する

ことで差し支えない。 

 

ウ．収集・分析の結果得られた臨床指標の値による医療の質の評価 

上記イ．のデータ収集・分析の結果得られた臨床指標の値を用いて、各協力病院に

おいて提供されている医療の質を評価すること。なお、事業実施年度以前より継続し

て収集している臨床指標がある場合には、指標の変動状況を踏まえた医療の質の評価

及び改善策の検討が行われることが望ましい。 

 

（３）各協力病院間の連絡・調整 

 

（４）各協力病院の臨床指標の値及びその算出方法等の公表 

上記（２）で得られた各協力病院の臨床指標の値を公表すること。公表に当たっては、

以下の点に留意すること。 

 

ア．評価したものについては逐次速やかに公表すること。 
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イ．協力病院ごとに個別に公表するのではなく、団体事務局においてまとめて団体ホ

ームページ等のインターネット上に掲載すること。 

 

ウ．共通指標セット（参考資料１）に掲載した指標のうち、公表が「有」とされてい

る指標については、その全ての指標について、協力病院の名称と合わせて、協力

病院ごとの値を公表すること。その他の指標についても可能な範囲で、協力病院

ごとの値を公表すること。 

 

エ．協力病院ごとの値を公表しない指標については、少なくとも全協力病院の平均値

を公表し、平均値と各協力病院の値とを比較すること。 

 

オ．共通指標セット（参考資料１）に掲載した指標以外の指標を選定する場合には、

指標の名称だけではなく、指標の算出方法等（分母・分子、データの除外規定、

患者満足度調査票、根拠としている診療ガイドライン等）についても、可能な限

り詳細、かつ国民・患者にとって分かりやすい形で公表すること。また、指標の

リスク調整を行った場合には、その調整法について可能な限り詳細に公表すること。 

 

カ．公表に係る社会的影響に配慮し、臨床指標の選定に当たって、患者の重症度等の

考慮が必要な場合等には留意事項として適宜掲載すること。 

 

キ．アウトカム指標の値など医療法において広告可能とされていない事項について広

告してはならないこと。 

 

（５）臨床指標評価検討委員会の設置等 

本委員会の構成員は外部委員を含めるなど臨床指標の客観性を担保すること。また、

本委員会においては、評価や公表に係る問題点の分析、改善策等の検討を行うこと。 

 

（６）国への実績報告及び事業報告 

事業報告に当たっては以下の点に留意すること。 

 

ア．各協力病院の臨床データを収集するに当たり、ＤＰＣデータ、電子カルテ等の利

用等その具体的な方法について記載すること。また、電子媒体を利用しない場合

であっても、収集方法に関する特段の工夫等があれば、その内容について記載す

ること。 

 

イ．協力病院ごとの値を公表しない指標については、その理由を指標毎に記載すること。 

 

ウ．各協力病院からのデータ収集や臨床指標の値の算出、公表などの各段階での問題

点及びそれらに対する対応策を具体的に記載すること。 

 

エ．指標の公表等による効果等を具体的に記載すること。 
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３．国庫補助等について 

（１）本事業にかかる経費について、国は、事業の採択を決定した日から平成30年３月31日

までに本取組に要した経費と基準額（9,365千円）とを比較して少ない額の１／２相当

の金額を予算の範囲内で補助するものとする。 

 

（２）補助金の交付の時期については、原則、当該年度の事業完了後（平成30年３月31日以

降）の精算払いとする。 

 

４．提出書類 

厚生労働省のホームページに掲載している応募申請書（様式１）及び事業計画書（様式

２）をダウンロードの上、利用すること。なお、申請に当たっては以下の事項を遵守する

こと。 

 

（１）本事業は団体における体制整備を目的としていることから、申請者は団体の長とする

こと。 

 

（２）提出書類は全て縦長横綴じ、Ａ４版とし、正確を期すため、ワープロ等判読できるも

ので作成し、記入すること。また、様式２を補足する資料を添付してもよいが、Ａ４版

用紙10枚以内とすること。なお、提出書類については、カラーで作成しても差し支えな

い（ただし、審査等の際には白黒コピーで対応することがある。）。 

 

（３）提出書類については、8部（正本１部、副本7部）提出すること。様式２については、

ページ番号を中央下に記載し、両面印刷し、左肩をクリップで留めること(ホチキス留め

不可)。 

 

（４）提出書類は簡易書留により、提出期限までに必ず到着するよう郵送すること。また、

応募書類を封入した封書等の表に朱書きにて「平成29年度医療の質の評価・公表等推進

事業応募書類（２次）」と明記すること。ただし、書類の量が多いなどやむを得ない場

合は、宅配便又は直接持ち込み（受付時間は、午前10時～午後５時までの時間帯とし、

土・日・祝日の受付は行わない。）による提出でも差し支えない。なお、ＦＡＸ、電子

メール等による提出や提出期限を過ぎてからの提出は受け付けられない。 

 

（５）以下の点に留意すること。 

ア．提出書類に不備がある場合には、審査の対象とならないこと。 

 

イ．理由の如何によらず、提出書類の修正、差替え等は認められないこと。 

 

ウ．必要に応じて追加資料の提出が求められる場合があること。 

 

エ．提出書類は返却されないこと。なお、提出書類は採択・不採択に係る評価以外の目

的には使用せず、申請内容について正当な理由なく他者に漏洩することはない。 
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５．提出先 

厚生労働省医政局総務課 

〒100-8916 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

厚生労働省医政局総務課情報企画係 

電 話 03-5253-1111（内線2520） 

 

６．提出期限 

平成29年７月31日（月） 午後５時 必着 

 

７．選定方法 

（１）選定の概要 

本事業における補助対象については、提出書類をもとに専門家等の意見を踏まえ、必

要に応じてヒアリング等を実施し、厚生労働大臣が適当と認める者を選定する。 

なお、原則として、過去に本事業の補助対象となっていない団体を優先して選定する

ものとするが、その結果、当該年度に予定されている補助対象の団体数に満たない場合

には、過去に本事業の補助対象となっている団体を含めて選定するものとする。 

 

（２）審査に当たり評価する事項 

申請団体については、次のア．～ウ．の点から総合的に評価する。 

 

ア．協力病院及び実績に関すること 

・団体の概要及び協力病院の数・機能 

・これまでに実施された臨床指標を用いた医療の質の評価・公表の内容  

 

イ．事業計画及び期待される効果に関すること 

・本事業を実施するための人材の配置及び確保の方法が効果的かどうか。 

・評価・公表を予定している臨床指標について、国民・患者が医療機関を選択するた

めの支援となるかどうか、あるいは医療機関が医療の質を向上させるための支援と

なるかどうかの視点で、妥当性があり、かつ効果的かどうか。また、国民・患者に

とって分かりやすい指標であるか。 

・協力病院ごとに値を公表する臨床指標について、社会的影響を考慮し、妥当性があ

り、かつ効果的かどうか。また、国民・患者にとって分かりやすい指標であるか。 

・臨床指標評価検討委員会の構成員（外部委員の有無等）、委員会の開催頻度、検討

事項等 

・本事業の実施により、医療の質の評価・公表の推進等に関して、団体・協力病院に

おいて期待される効果や取組、あるいは患者等に及ぼす影響（収集した臨床データ

の本事業以外への活用等の取組、患者に対する意識の変化等の影響も含む。） 

 

ウ．本事業終了後の取組に関すること 

・本事業の終了後、本事業により構築した体制等に基づき、医療の質の評価・公表等

を推進するために実施する具体的な取組の内容 
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（３）選定結果の通知 

選定結果については、申請のあった団体へ個別に連絡する。 

 

８．選定スケジュール（予定） 

平成29年８月下旬  選定、結果通知 

 

９．問合せ先 

〒100-8916 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

厚生労働省医政局総務課（担当：岡村（予算関係）、石川（技術関係）） 

電 話 03-5253-1111（内線2520、2522） 

問合せ受付時間等   平日 午前10時～12時、午後１時～５時 

 

【参考情報】 

医療情報の提供のあり方等に関する検討会報告書（平成24年３月） 

<http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000024cec-att/2r985200000

24eu3.pdf> 


